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14
日
以
内
に
手
続
き
を
！
国
民
健
康
保

険
・
国
民
年
金
の
手
続
き
は
忘
れ
ず
に

問 

福
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就
職
ま
た
は
退
職
を
し
た
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
と
国
民
年

金
の
手
続
き
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
就
職
し
た
と
き
】

　

国
民
健
康
保
険
以
外
の
健
康
保
険
を
取
得
さ
れ
た
場
合
は
、
国

民
健
康
保
険
を
喪
失
す
る
手
続
き
が
必
要
で
す
。
国
民
健
康
保
険

を
喪
失
す
る
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
国
民
健
康
保
険
税
が
課
税
さ

れ
た
ま
ま
に
な
り
、
社
会
保
険
料
と
両
方
を
納
め
て
い
る
状
態
に

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
以
外
の
健
康
保
険
を
取
得
さ
れ
た
後
に
、

国
民
健
康
保
険
を
使
っ
て
受
診
さ
れ
た
場
合
、
医
療
費
を
国
民
健

康
保
険
へ
返
金
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

【
退
職
し
た
と
き
】

　

職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
・
国
民

年
金
へ
加
入
す
る
手
続
き
が
必
要
で
す
。
職
場
の
健
康
保
険
を
任

意
継
続
す
る
場
合
や
、
家
族
の
職
場
の
健
康
保
険
等
の
被
扶
養
者

に
な
る
場
合
で
も
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
の
手
続
き
は
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
・
国
民
年
金
保
険
料
は
、
加
入
す
る
手
続
き

を
し
た
日
か
ら
で
は
な
く
、
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
日
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
手
続
き
に
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
福
祉
課
保
険
年
金
係
へ

お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

★
マ
イ
ナ
保
険
証
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
保
険
証
利
用
登
録

を
し
て
い
る
も
の
）
を
利
用
し
て
い
て
も
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

20 

歳
以
上
の
方
は
、
学
生
で
あ
っ
て
も
国
民
年
金

に
加
入
し
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

学
生
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特
例

制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
は
、
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
、

高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
専

修
学
校
及
び
各
種
学
校
（
修
業
年
限
が
1
年
以
上
の

課
程
）、
一
部
の
海
外
大
学
の
日
本
分
校
（
日
本
国
内

に
あ
る
海
外
大
学
の
日
本
分
校
で
あ
っ
て
、
文
部
科

学
大
臣
が
個
別
に
指
定
し
た
課
程
）
等
に
在
学
す
る

学
生
で
、
本
人
の
前
年
所
得
が
次
の
計
算
式
に
よ
る

額
以
下
で
あ
る
こ
と
が
条
件
に
な
り
ま
す
。

  
★
所
得
の
目
安

　

1
2
8
万
円
＋
｛
扶
養
親
族
等
の
数
×
38
万
円
}+

　

社
会
保
険
料
控
除
等

　

令
和
7
年
度
に
こ
の
制
度
に
よ
り
保
険
料
の
納
付

を
猶
予
さ
れ
て
い
る
方
で
、
令
和
8
年
度
も
引
き
続

き
在
学
予
定
の
方
は
、
学
生
納
付
特
例
申
請
書
が
送

付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
返

送
す
る
こ
と
で
、
令
和
8
年
度
の
申
請
が
で
き
ま
す
。

4
月
に
申
請
書
が
送
付
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
福

祉
課
の
窓
口
ま
た
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所
で
申
請
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
制
度
に
つ
い
て

問 

佐
賀
年
金
事
務
所　

☎
0
9
5
2
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4
1
9
1

　

  

福
祉
課 

保
険
年
金
係　

☎
92‐
7
9
3
4

4
月
か
ら
特
別
児
童
扶
養
手
当
及
び
特
別
障

害
者
手
当
等
の
手
当
額
が
変
更
さ
れ
ま
す

問
申 

福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係　

☎
92
‐
7
9
6
4

　

令
和
8
年
度
の
特
別
児
童

扶
養
手
当
及
び
特
別
障
害
者

手
当
等
の
額
が
物
価
変
動
率
に

基
づ
き
左
記
の
通
り
と
な
り
ま

す
。令和 7年度（月額） 令和 8年度（月額）

特別児童扶養手当 1級 56,800 円 58,450 円

特別児童扶養手当 2級 37,830 円 38,930 円

障害児福祉手当 16,100 円 16,560 円

特別障害者手当 29,590 円 30,450 円

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は

精
神
ま
た
は
身
体
に
中
程
度
以
上

の
障
害
の
あ
る
、
在
宅
の
20
歳
未

満
の
児
童
を
監
護
・
養
育
す
る
保

護
者
等
に
対
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

▽
障
害
児
福
祉
手
当
と
は

20
歳
未
満
で
あ
っ
て
、
重
度
の
障

害
の
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て

常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の

障
害
児
本
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

▽
特
別
障
害
者
手
当
と
は

20
歳
以
上
で
あ
っ
て
、
著
し
く
重

度
の
障
害
の
た
め
に
、
日
常
生
活

に
お
い
て
常
時
特
別
の
介
護
を
必

要
と
す
る
在
宅
の
障
害
者
本
人
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

い
ず
れ
の
手
当
て
も
申
請
し
て
い

た
だ
き
、
認
定
さ
れ
た
方
に
支
給

さ
れ
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

障
が
い
福
祉
係
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。


